










休眠預金活用事業 事業計画書 【2023年度通常枠】

基本情報

優先的に解決すべき社会の諸課題

(1) 子ども及び若者の支援に係る活動
① 経済的困窮など、家庭内に課題を抱える子どもの支援
② 日常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援
③ 社会的課題の解決を担う若者の能力開発支援
⑨ その他

(2)日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動
④ 働くことが困難な人への支援
⑤ 孤独・孤立や社会的差別の解消に向けた支援
⑥女性の経済的自立への支援
⑨ その他

○ (3)地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に係る活動
○ ⑦ 地域の働く場づくりや地域活性化などの課題解決に向けた取組の支援

⑧ 安心・安全に暮らせるコミュニティづくりへの支援
⑨ その他

申請団体 資金分配団体
資金分配団体 事業名（主） 伝統産業の担い手づくりを通して九州の島しょ地域の活性化を実現する事業

事業名（副） 伝統産業の担い手確保と育成支援を図りつつ、離島（島しょ部）へDXを活用して伝統産業を導入、実行していき、離島の関係人口の増加・
拡大を図り、離島（島しょ部）の産業振興を通じた地域の活性化を目指していく事業。

団体名
事業の種類1 ③イノベーション企画支援事業
事業の種類2

コンソーシアムの有無一般社団法人福岡デザインアクション なし

領域／分野

事業の種類3
事業の種類4

その他の解決すべき社会の課題

必須入力セル

任意入力セル



SDGsとの関連

Ⅰ.団体の社会的役割
(1)団体の目的 129/200字

(2)団体の概要・活動・業務 180/200字

ゴール ターゲット 関連性の説明

_9.産業と技術革新の基盤をつ
くろう

9.1   全ての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発
展と人間の福祉を支援するために、地域・越境インフラを含む
質の高い、信頼でき、持続可能かつ強靱（レジリエント）なイ
ンフラを開発する。

伝統産業の担い手づくりを通じ人的・経済的に離島振興をはかる。

_4.質の高い教育をみんなに 4.4   2030年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、働き
がいのある人間らしい仕事及び起業に必要な技能を備えた若者
と成人の割合を大幅に増加させる。

伝統産業の担い手を離島で育成し、自立するための技能を備えた若者を大幅に育成する。

_8.働きがいも経済成長も 8.8   移住労働者、特に女性の移住労働者や不安定な雇用状態に
ある労働者など、全ての労働者の権利を保護し、安全・安心な
労働環境を促進する。

島に住む人々が生きがいを持って働くことのできる環境をつくる。

福岡のデザイン産業の将来を見据えて、社会的な地域との関わりの中で育まれてきた「価値」の認識を新たにして、国内外への競争力を持ったデザイン環境の確立を目指して、デザインアーカイブや
福岡・九州の現況のより深化したデザイン発信などの諸活動を行うことを目的として設立

福岡・九州地域の経済・産業の発展や社会生活の向上に寄与し、アジアのデザイン的交流がもっとも身近に開かれている福岡のデザイン先進都市としての発展に寄与すべく活動。福岡・九州地域の若
いデザイナーや建築家の育成を支援し、学校教育に 寄与する学術的資料提供を行う。また、近年では観光庁や中小企業庁の補助・助成事業を活用し、デザインを通じたまちづくりにも取り組んでい
る。



Ⅱ.事業概要

(終了)

事業概要

799/800字

実施時期 (開始) 対象地域 九州の島しょ部

実行団体における、不動産（土地・建物）購入の想定有無
※助成金で土地の購入はできません。建物の購入（建物新築含
む）は原則できません。自己資金等で購入する場合は認められま
す。詳しくは公募要領をご確認ください。 なし

最終受益者 伝統産業に携わる人々。担い手を育成した結果、関係人口の増加と経済振興に
よって受益する離島に住む人々。

(人数)

約20万人（九州の島しょ部人口）

直接的対象グループ

伝統産業に携わる意思のある人々(職人・担い手((10代～40代))。
＊ 例：対馬市tでは高校卒業者1,208人のうち1,069人( 88.5％)が進学や就職で
島外へ転出している。
＊ 奄美群島では毎年1000人、転出が転入を上回っている。

(人数)

転出者2000人のうち、担い手育成として20名ほどを候補者とし、その
うち14名の離島定住を目指す(ソーシャルりターンの拡大も含む)。

離島では人口減少が著しく大きい。例えば15～29 歳層割合は、全国平均 14.5%、長埼県 13.0%であるのに対して、対馬市 8.5%、壱岐市 9.2%、五島市 8.0%、小値賀町
5.8%と離島では極端に少なくなっている。そこで、本事業は、伝統産業の担い手確保と育成支援を図りつつ、離島（島しょ部）へ伝統産業を導入していく（例：博多織
工房を対馬で開設する）。これらをDXを活用して実行していき、担い手の育成を通じて離島の関係人口の増加・拡大を図り、離島（島しょ部）の産業振興と経済の活性
化を通じた地域全体の活性化を目指していく事業である。育成する担い手には商品をブランディングして時計等のように高付加価値商品として販売し収益性を高め産業
の底上げを行う。例えば、対馬の高校生が博多織の職業体験の結果、博多織の技術を習得して、故郷対馬で博多織の工房を開設して自身のブランドを立ち上げ自立して
いき、自身が担い手を育成して対馬での定住人口増加に寄与する形である。
DXについては、2025年の崖と言われるように伝統産業においてもDXの実現は必須。担い手育成の観点からは、オンライン授業による教育のハイブリッド化（いつでも
どこからでも離島にいながらでも同水準の教育を受けることが出来る。データベース構築により資料のデジタル化を推進し、デジタル教材による学習の効率化を図る。
CBT(Computer Based Testing)システムによりテスト等をすべて端末で実施することができ紙面作成や回収等の作業負担(時間とお金)の大幅な軽減となる。また、同シ
ステムの活用で学習状況の管理も可能となり学習プランを立てやすくなる。自立後の活動(経済的な)観点からは、顧客データを分析しターゲットにすべき顧客層やニー
ズの把握、在庫管理、受注業務や生産プロセスの業務の効率化による生産性と収益性の向上に繋げるものである。



Ⅲ.事業の背景・課題
(1)社会課題 748/1000字

(2)課題に対する行政等による既存の取組み状況 181/200字

(3)課題に対する申請団体の既存の取組状況 165/200字

(4)休眠預金等交付金に係わる資金の活用により本事業を実施する意義 200/200字

Ⅳ.事業設計
(1)中長期アウトカム

伝統産業では担い手不足(後継者育成体制の構築不足)・販売力不足(販売展開の為の支援が少ないことも要因の一つ)・消費の低下による売り上げの減少等により産業が衰退している。伝統産業界にお
いて、業種ごとに縦割りとなっており横串がなく、生産の分業制、生産から販売まで一気通貫ではない等の産業の構造的問題も抱えている。その結果、儲からない業界となれば新規参入者も少なく、
産業従事者不足から販売力等の低下という悪循環に陥っている。職人の数が減少しており、加えて職人が技術の承継を行えなくなっている。伝統産業に関係する事業者の衰退により従業員等の働く場
も消失している。従業者数 1979年の28.8万人がピークで2013年には約6.5万人と、最盛期の1/5の水準。平成21年度の時点で50歳以上の従事者の割合は64%、30歳未満が5.6％となっている(経産省
公表)。
離島(島しょ部)においては、働く場所がないこと等による若い世代の離島からの人口流出、若い世代が流出したことによる労働人口の減少により離島での産業・経済の衰退が起こっている。例えば奄
美群島では2000年に13万2千人の人口が2022年には10万2千人と22年間で約23％の人口減少となっている(15歳～39歳までの人口では2000年に約3万1千人であったのが2022年では約2万1千人と約
30％の減少)。対馬では、2000年に4万1千人の人口が2022年では2万8千人(約30％の人口減少となっている(15歳～39歳までの人口では2000年に約1万人であったのが2022年では約5000人と50％も減
少している)(国交省、対馬市データ参照)。対馬市tでは高校卒業者1,208人のうち1,069人( 88.5％)が進学や就職で島外へ転出している。

伝統的産業においては単発や縦割りの補助制度はあるが継続してなく、また特定の業種に絞られている等広く補助する仕組みとなっていない。例えば福岡県指定の伝統工芸品を導入することや内装、
建築工事の部材に伝統工芸品を使用する場合の補助はあるが人や技術の育成についての直接的支援はない。離島間において移住に対する支援体制にバラつきがある。県を越えての支援体制が整ってい
ない。

九州ヴォイスという店舗を太宰府天満宮参道店、西鉄ソラリアステージ店、銀座店で展開しており取扱商品に竹細工、織物、陶磁器、木工製品等の伝統産業商品取扱いおよび五島うどん等の離島の商
品取扱いがあり、販売・流通を通じて伝統産業や離島の応援をしている。また仕入れをはじめ、日ごろから職人・業者と接しており業界の課題等をヒアリングしている。

行政の施策では支援の有無、内容が離島ごとに異なり、離島振興と産業振興はリンクせず縦割りの施策となっている。それに対し、本事業では伝統産業の担い手育成、産業振興、離島の関係人口の
増加と経済波及効果の増加を図るもので行政がカバーできていなかった横串を刺す事業となっている。また、地域に新たな伝統産業を生み出し経済波及効果も高めるもので、これまで行政・民間が
行えなかった事業であり正にイノベーションである。

事業終了から5年以内を想定。育成された新たな担い手がブランドを作り自立できた上で、職人や事業者が稼ぐことのできる環境が整っている。そして次の担い手をコーチングしていく体制を築いた
上で離島でそれらを伝承していくサイクルを構築する。また、離島の地域社会においては移住者の受け入れ態勢を充実させる。国からの補助・助成事業、交付金を活用し行政の受け入れ支援態勢を構
築することは勿論、移住者が新たな移住者を導き、島民と移住者との橋渡しをする環境をつくりその循環を作り出していく。さらに次のステージでは、新しい事業の開発支援を行う。新たな事業の開
発によってそれに携わる人が増えることにより人口増加と島しょ部地域経済の波及効果の更なる増加を目指す。



(2)-1 短期アウトカム（資金支援） 指標 100字 初期値/初期状態 100字100字
初期値：０伝統産業活性化策と後継者育成が不十分であった離島において、実行団体の

活性化支援及び後継者育成支援により、後継者となる職人が誕生し、増加す
る。

目標値/目標状態（目標達成時期）

定量的指標：卒業後に就職する高校生のうち、就
業可能な産業として認識している者の割合。
定性的指標：高校生に卒業後の一つとして認識さ
れ、地域においても就業可能な場所として認識さ
れている。

目標値：卒業後に就職する高校
生のうち、就業可能な産業とし
て認識している者が50パーセン
ト。
目標状態：島外に出ることだけ
が、選択肢ではないと思う者が
増加している状態。

定量的指標：離島内で構築されたブランド製品の
購入者数及び売上額。
定性的指標：離島で構築されたブランドが島内で
よく知られ、離島で知られている。

目標値：ブランド製品の購入者
数延べ○○人。売上額○○円。
目標状態：新たなブランドの知
名度が上がり、購入希望者が増
加している状態。

伝統産業活性化策と後継者育成が不十分であった離島において、実行団体の
活性化支援及び後継者育成支援により、育成された職人の新たなブランド確
立に向けた模索及び構築が可能となる。

伝統産業活性化策と後継者育成が不十分であった離島において、実行団体の
活性化支援及び後継者育成支援により、離島内出身者の本土流出が減少し始
める。

初期値：０

初期値：0

定量的指標：プログラム参加者数と就業人数。
定性的指標：プログラム参加者が、伝統産業の職
人として知識や技能を身に着け、職人として自立
する。

目標値：3年で教育プログラム参
加者数60人。就業人数35人。
目標状態：新たな伝統産業の産
地として、ほぼ独り立ちできる
程度の技能、知識、職人が集積
している状態。

定量的指標：移住希望者でかつ就業希望の者のう
ち、就業可能な産業として認識している者の割
合。
定性的指標：過疎地域等への移住希望者に、移住
先の就業可能な産業として認識されている。

目標値：移住希望者でかつ就業
希望の者のうち、就業可能な産
業として認識している者が50
パーセント。
目標状態：移住がに就く仕事と
して、選択するものが増加して
いる状態。

伝統産業活性化策と後継者育成が不十分であった離島において、実行団体の
活性化支援及び後継者育成支援により、離島外出身者の移住が増加する。

初期値：０



(2)-2 短期アウトカム（非資金的支援） 指標 100字 100字

200字
64/200字
56/200字
50/200字
68/200字
65/200字
65/200字
55/200字
0/200字

定量的指標：新たな職人を育てることが可能な知
識と技能を有する職人の人数。
定性的指標：既存の職人の手を借りずに、離島内
で育成された職人たちのみで新たな職人を育成で
きる。

目標値：3年間で7人。
目標状態：支援終了後に、既存
の職人の手を多く借りず過ぎず
に、離島内で育成された職人た
ちのみで新たな職人を自立的に
育成できる体制の目途が立つ。

伝統産業活性化策と後継者育成が不十分であった離島において、実行団体の
活性化支援及び後継者育成支援により、離島内での自立的な職人育成が可能
となる体制構築が進む。

初期値：０

伝統産業活性化策と後継者育成が不十分であった離島において、実行団体へ
の環境整備により、地域内の住民や民間団体、行政などとの連携が構築され
る。

初期値：０
初期値/初期状態 目標値/目標状態（目標達成時期）

定量的指標：離島内における販売場所数と、離島
外における販売場所数。
定性的指標：販売場所における、一過性でない持
続的な製品の取り扱い。

目標値：離島内における販売場
所2か所、離島外における販売場
所3か所。
目標状態：製品の販売が持続的
に行われ、支援終了後も販売が
継続される状態。

伝統産業活性化策と後継者育成が不十分であった離島において、実行団体へ
の基盤整備強化により、製品の持続的な販売ルートが構築される。

初期値：０

100字
定性的指標：地域の住民や民間団体、行政など
と、事業を実施するために連携ができる。

目標状態：地域の住民や民間団
体、行政などと良好な関係を維
持し、事業遂行上必要がある場
合に、円滑な連絡や協力を求め
ることができる。

③離島での定住と地域への貢献：地元経済への貢献を通じて離島での定住を促進し、地域経済の活性化を図る。 2024年4月～2027年3月
④技術習得とブランド立ち上げ：支援対象者が技術を習得し、自身のブランドを立ち上げることで、新たな産業の活性化と離島の魅力向上に寄与する。 2025年4月～2026年3月
⑤次の担い手のコーチ体制：育成された担い手が次の担い手をコーチできる体制を構築し、伝統産業の継承と担い手育成のサイクルを創出する。 2025年4月～2026年3月

時期
①人員確保と受け入れ態勢の確立：人員を確保し、担い手を受け入れる体制を整えることで、技術伝承と産業活性化に向けた人材供給を確保。 ～2023年3月
②担い手の募集：担い手を募集し、伝統産業の新たな生命力を注入。これにより、産業の衰退と若者の離島流出を抑制する。 2024年4月～2025年3月

(3)-1 活動：資金支援 ※資金分配団体入力項目

⑥技術習得とブランド立ち上げ：支援対象者が自身のブランドを立ち上げることで、離島内での自立経済を強化し、離島の魅力向上に寄与する。 2026年4月～2027年3月
⑦担い手育成の体制構築：育成された担い手が次の担い手を育成する体制を構築し、伝統産業の持続的な成長を実現する。 2026年4月～2027年3月



200字
85/200字

60/200字
65/200字
64/200字
60/200字
86/200字

97/200字

0/200字

Ⅴ.広報戦略および連携・対話戦略

155/200字

117/200字

Ⅵ.出口戦略・持続可能性について 助成期間終了後も社会課題の解決に向けた活動を継続させる戦略・計画を記入してください。

260/400字

155/400字

時期
①実行団体の活動目標設定：明確なビジョン・ミッション・バリューを設定し、伝統産業の振興と担い手育成の方針を共有。これは行動の基盤を提供し、組織全体を一つの方向に進ませる。 ～2023年3月

②財政基盤確立準備：資金調達計画を策定し、事業の継続性を保証。これにより、長期的な後継者育成や産業振興活動が可能になる。 ～2023年3月

(3)-2 活動：組織基盤強化・環境整備：非資金的支援

⑥提言活動環境整備: 地域の伝統産業や後継者問題を可視化し、行政への政策提言を行う体制を整える。これにより、地域行政に対し伝統産業の活性化や後継者育成に向けた制度化を促す。 2024年4月～2027年3月

⑦販路形成: 地域内外の小売業者や流通業者、オンラインマーケットプレイスなどとのパートナーシップを形成し、製品の販路を確立する。また、行政や観光協会とも連携し、地域の観光客向
けの販路も構築する。

2024年4月～2027年3月

③財政基盤確立：補助金や助成金の申請等を通じて資金を調達し、財政基盤を強化。これにより、継続的な人材育成や産業活性化が可能となる。 2024年4月～2027年3月
④ネットワーク活動環境整備: 地域内外の関係者（住民、NPO、企業、行政等）を繋げ、伝統産業の活性化に向けた共感と支援を広げる。 2024年4月～2027年3月
⑤情報発信環境整備: SNSやウェブサイトを用いて、活動や伝統産業の魅力、製品の販売情報などを発信し、共感と支援を得る。 2024年4月～2027年3月

広報戦略

実行団体の募集にあたり離島へ行き広報活動、離島向けの媒体で告知、採択後事業を開始するにあたり離島で関係者を集めて事業説明会等の記者会見
を行うことにより離島関係社へ告知する。また実行団体募集時、採択時、事業終了後等に業界紙、地方紙や関係・協力企業団体へプレスリリースを行
う。SNS、HP等のオンラインで発信する。

連携・対話戦略

離島での広報活動の際に、現地での地場企業、商工会等の団体、行政(市町村、県)、地域住民組織への説明会、意見交換会などを実施。伝統産業、I
ターン、Uターンを推進する組織へアプローチを行い、事業の説明、協力体制構築の為の意見交換等を行う。

資金分配団体

共同協業販路開拓支援補助金、ものづくり補助金、ものづくり等高度連携・事業再構築促進補助金等の補助金、伝統的工芸品産業振興補助金等の補助
金、助成金等を活用するなどし、育成された担い手、実行団体が自走できる様にする。デザイン集団である資金管理団体が有している知見を活用してブ
ランディング支援、店舗を通じ販売支援、チャネルを活用したブランディングと販売支援を行う。また、行政(県、市町村)の支援を受ける。例えば、移
住助成と伝統産業支援を組み合わせた新たな支援制度の設立を目指す。行政の財源はまち・ひと・しごと創生事業等を活用。

実行団体

ブランド化された商品の販売収益(商品代、販売手数料等）を軸とし、共同協業販路開拓支援補助金、ものづくり補助金、ものづくり等高度連携・事業
再構築促進補助金等の補助金、伝統的工芸品産業振興補助金等、国、県、市町村の補助金、助成金等を活用するなどし、育成された担い手、実行団体
が自走できる様に伴奏支援を実施していく。



Ⅶ.関連する主な実績
(1)助成事業の実績と成果 107/800字

(2)申請事業に関連する調査研究、連携、マッチング、伴走支援の実績、事業事例等 214/800字

Ⅷ.実行団体の募集

153/200字

104/200字

76/200字

(1)採択予定実行団体数 5団体

(2)実行団体のイメージ

・エデュテックに関するノウハウを有しており基礎教育等の教育全体(担い手育成に向けた教育の企画、計画、コンテンツ作成、教材、講師手配・確保）を担う団体。
・伝統産業の技術指導を行う事業者、、企業、団体 2団体
・担い手の育成を現地(離島)で担う団体(移住者受入れのサポートを行うことのできる企業団体)2地域。

・二日市温泉誘客コンテンツの地域プロモーション事業
・タクシーを活用した地域の域内交通整備事業
・バスを活用した都市圏と観光地との新規アクセス整備事業
・宿泊施設の高付加価値化改修事業
4事業分配総額7500万円。

共同協業販路開拓支援補助金、ものづくり補助金の採択実施、観光庁の「誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成」実証事業を太宰府市にて採択・実施(太宰府市、九州国立博物館、太宰
府市商工会、太宰府天満宮、西日本鉄道株式会社、西日本シティ銀行と連携)。
観光庁「既存観光拠点再生・高付加価値化推進事業」を筑紫野市にて採択・実施（筑紫野市、筑紫野市商工会、筑紫野市観光協会、JC筑紫、西日本鉄道株式会社、西日本シティ銀行と連携）。

(3)1実行団体当り助成金額

エデュテックに関するノウハウを有しており基礎教育等の教育全体を担う団体 約3500万円。
伝統産業の技術的専門教育を行う2団体合計 約5250万円。
担い手の育成を現地で担う団体 2団体合計 約7000万円。

(4)案件発掘の工夫

伝統産業界、地方自治体へのヒアリング。
JANPIA等専門家からの紹介。
既存取引先からのヒアリングや紹介。
旅行会社、金融機関からのヒアリングや紹介。



Ⅸ.事業実施体制

4/200字

4/200字

200字

(3)ガバナンス・
コンプライアンス体制

200字

(1)コンソーシアム利用有無 なし

(2)事業実施体制、メンバー構
成と各メンバーの役割



 

資金計画書 1

資金分配団体
2023/10/01 2026/03/31

事業名
団体名

助成金

194,674,440 184,474,440

159,300,000 157,500,000
35,374,440 26,974,440

プログラムオフィサー関連経費 26,587,000 26,587,000
評価関連経費 12,410,000 12,410,000

5,410,000 5,410,000
7,000,000 7,000,000

233,671,440 223,471,440

バージョン
（契約締結・更新回数）

合計 10,200,000

申請団体
事業期間

資金分配団体
伝統産業の担い手づくりを通して九州の島しょ地域の活性化を実現する事業
一般社団法人福岡デザインアクション

1,800,000

事業費

実行団体への助成
管理的経費 8,400,000

－

合計
自己資金・民間資金

10,200,000

－
－

資金分配団体
実行団体用

－

～



 

資金計画書資料 ①調達の概要

1. 事業費（助成金、自己資金・民間資金） [円]
2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 合計

27,184,920 52,179,840 52,929,840 52,179,840 184,474,440
22,500,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 157,500,000

4,684,920 7,179,840 7,929,840 7,179,840 26,974,440
1,200,000 3,600,000 3,000,000 2,400,000 10,200,000

0 1,200,000 600,000 0 1,800,000
1,200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 8,400,000

28,384,920 55,779,840 55,929,840 54,579,840 194,674,440
22,500,000 46,200,000 45,600,000 45,000,000 159,300,000
5,884,920 9,579,840 10,329,840 9,579,840 35,374,440

95.8% 93.5% 94.6% 95.6% 94.8%

2. プログラム・オフィサー関連経費（助成金） [円]
2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 合計

3,811,000 7,592,000 7,592,000 7,592,000 26,587,000
2,490,000 4,980,000 4,980,000 4,980,000 17,430,000
1,321,000 2,612,000 2,612,000 2,612,000 9,157,000

3. 評価関連経費（助成金） [円]
2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 合計

1,250,000 3,495,000 3,170,000 4,495,000 12,410,000
250,000 1,495,000 1,170,000 2,495,000 5,410,000

1,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 7,000,000

4. 合計 [円]
2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 合計

32,245,920 63,266,840 63,691,840 64,266,840 223,471,440
33,445,920 66,866,840 66,691,840 66,666,840 233,671,440

実行団体への助成

管理的経費
合計 (A+B)

管理的経費
補助率 (A/(A+B))

 

実行団体用

プログラム・オフィサー人件費等

助成金 (A)

評価関連経費 (D)
資金分配団体

助成金計(A+C+D)
総事業費(A+B+C+D)

その他経費

－

プログラム・オフィサー関連経費 (C)

実行団体への助成

実行団体への助成

管理的経費
自己資金・民間資金 (B)



 

※指定口座に入金できない自己資金・民間資金がある場合
金融機関からの融資や財団からの助成を受ける等の理由で本事業の指定口座に入金できない自己資金・民間資金がある場合、
上記1から3までの総事業費には含めず、以下に当該資金の金額および使途を記入してください。

2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 合計
0 0 0 0 0

95.8% 93.5% 94.6% 95.6% 94.8%

使途 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

補助率 (A/(A+B+E))
該当の自己資金・民間資金に関する説明を付してくだ
さい。（調達確度に関する情報を含む）

調達先

指定口座外で管理する自己資金・民間資金合計 (E)



 

資金計画書資料 ②自己資金・民間資金

(1)年度別合計 [円]
2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 計

自己資金･民間資金 1,200,000 3,600,000 3,000,000 2,400,000 10,200,000

(2)内訳
1.事業費「自己資金・民間資金 (B)」の調達予定について、調達方法、調達金額、調達確度、調達時期等を記載してください。

年度 調達方法 調達金額[円] 調達確度
2023年度 内部留保 1,200,000 A:確定済
2024年度 内部留保 3,600,000 A:確定済
2025年度 内部留保 3,000,000 A:確定済
2026年度 内部留保 2,400,000 A:確定済

説明（調達時期等）



事業名：

団体名：

<留意点>

公募システム添付先 提出する書類
提出
形式

通常
枠

チェック 備考

助成申請書 様式01 助成申請書 PDF ● 添付済み ※書式厳守（登録印の押印が必要）

事業計画書 様式02 事業計画書 Excel ● 添付済み ※書式厳守

資金計画書等 様式03 資金計画書等 Excel ● 添付済み ※書式厳守

申請書類チェックリスト Excel ● 添付済み ※書式厳守

事業設計図補足資料 事業設計図補足資料 PDF 任意 添付済み

その他（計画の別添等）
※団体パンフレットや広報誌等、参考となる資料があれば提出してください。
※「提出する書類」の欄に提出する書類名を入力してください。
※欄が足りない場合は行を追加してください。

団体情報 様式05 団体情報 Excel ● 添付済み ※書式厳守

役員名簿 様式06 役員名簿 Excel ● 添付済み

※書式厳守
※役員名簿にはパスワードをかけ、パスワードはJANPIA WEBサイトから指定の
フォームでJANPIAに送ってください。（詳細は、JANPIA WEBサイト申請ページ
をご確認ください。）
※ 過去資金分配団体に採択された団体で、最新の書類を提出済みの団体は提出不
要です。

規程類必須項目確認書 Excel ● 添付済み ※書式厳守

定款 定款 PDF ● 添付済み

規程類 規程類 PDF ● 添付済み

※該当する規程類が添付できていることを確認し、チェックしてください。
※過去通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択され
ている団体は、「規程類必須項目確認書」の提出のみとし、規程類の提出は不要
です。ただし、内容等に変更が生じている場合は該当部分のみ提出をお願いしま
す。

登記事項証明書 登記事項証明書(全部事項証明書) PDF ● 添付済み ※発行日から３ヶ月以内の全部事項証明書の写しをご提出ください。

事業報告書（過去3年分） 事業報告書 PDF ● 添付済み
※設立から３年未満の団体においては、提出可能な期間分について提出くださ
い。

貸借対照表 PDF ● 添付済み

PDF ● 添付済み

キャッシュ・フロー計算書◎ PDF ●

附属明細書◎ PDF ●

財産目録◎ PDF ●

PDF ●

PDF ● 添付済み

※設立から3年未満の団体においては、提出可能な期間分について提出ください。
※随時枠の場合は前年度分のみ提出ください。

◎キャッシュ・フロー計算書、附属明細書、財産目録及び収支決算書について
は、作成している場合は提出してください。監事及び会計監査人による監査報告
書は監査を受けている場合提出してください。
※ソーシャルビジネス形成支援事業とイノベーション企画支援事業については、
「決算報告書類（過去３年分）」を参考書類として提出していただきます。

損益計算書(活動計算書、正味財産増
減計算書、収支計算書等)

収支決算書◎

監事及び会計監査人による監査報告
書◎

申請書類チェックリスト

伝統産業の担い手づくりを通して九州の島しょ地域の活性化を実現する事業

一般社団法人福岡デザインアクション

・申請書類を提出する前に必ず本チェックリストを使って提出書類が揃っているか確認してください。
 本チェックリストも申請書類と合わせて提出してください。
・本申請チェックリストは事業ごとにご提出ください。なお、２事業目は、「団体ごとに提出する申請書類」の記載は不要です。
「申請事業ごとに提出する書類」のみ記載してください。

※通常枠では、申請団体は、4つの助成事業のうち、同一事業区分の中では1事業まで、異なる事業区分間では合計2事業まで申請できます。
なお、災害支援事業については、防災・減災支援、緊急災害支援、災害復旧・生活再建支援については組み合わせての申請も可能とし、この場合は１事業として申請してください。

申請事業ご
とに提出す
る申請書類 様式04 申請書類チェックリスト※本紙

団体ごとに
提出する申
請書類
※複数事業申
請の場合、2事
業目は記入不
要

様式07 規程類必須項目確認書

決算報告書類（過去3年分）



※コンソーシアムで申請の場合には、幹事団体は以下書類もご提出ください。

コンソーシアムの実施体制表 PDF ● 該当しない

PDF ● 該当しない ※書式厳守

団体情報 様式05 団体情報 Excel ●

役員名簿 様式06 役員名簿 Excel ●

規程類必須項目確認書 Excel ●

定款 定款 PDF ●

規程類 規程類 PDF ●

貸借対照表 PDF ●

PDF ●

キャッシュ・フロー計算書◎ PDF ●

附属明細書◎ PDF ●

財産目録◎ PDF ●

PDF ●

PDF ●

申請事業ご
とに提出す
る申請書類

コンソーシアム関連書類
（申請事業ごと） 様式C01 コンソーシアムに関する誓約書

幹事団体以
外の各コン
ソーシアム
構成団体分
の書類

※該当資料の上記【備考】をご確認ください。様式07 規程類必須項目確認書

決算報告書類（過去3年分）
※該当資料の上記【備考】をご確認ください。
※申請時点で非幹事団体として決定している場合、非幹事団体分をご提出くださ
い。

損益計算書(活動計算書、正味財産増
減計算書、収支計算書等)

収支決算書◎
監事及び会計監査人による監査報告
書◎



















(1)団体組織情報

(2)代表者情報

(3)役員

(4)職員・従業員

事務局体制の備考

非常勤職員・従業員数［人］ 8
有給［人］ 8
無給［人］ 0

職員・従業員数［人］ 12
常勤職員・従業員数［人］ 4

有給［人］ 4
無給［人］ 0

理事・取締役数［人］ 13
評議員［人］ 0
監事/監査役・会計参与数［人］ 1

上記監事等のうち、公認会計士または税理士数［人］ 0

氏名
役職

役員数［人］ 14

代表者(2)
フリガナ

代表者(1) 氏名 金子眞三
役職 代表理事

フリガナ カネコシンゾウ

設立年月日 2011/10/17
法人格取得年月日 2012/10/17

電話番号 092-711-1262

WEBサイト(URL)

団体WEBサイト https://fuda-japan.org/

その他のWEBサイト
(SNS等)

都道府県 福岡県
市区町村 福岡市中央区
番地等 舞鶴三丁目1番30号

団体情報入力シート

団体名 一般社団法人福岡デザインアクション
郵便番号 810-0073

団体種別法人格 一般社団法人 資金分配団体



(5)会員

(6)資金管理体制

(7)監査

(8)組織評価

(9)その他

(10)助成を行った実績

(11)助成を受けた実績

助成を受けた事業の実績内容 ー

申請前年度の助成総額［円］ 0

助成した事業の実績内容

・二日市温泉誘客コンテンツの地域プロモーション事業
・タクシーを活用した地域の域内交通整備事業
・バスを活用した都市圏と観光地との新規アクセス整備事業
・宿泊施設の高付加価値化改修事業

今までに助成を受けて行っている事業の実績 あり

業務別に区分経理ができる体制の可否 区分経理できない体制

今までに助成事業を行った実績の有無 あり
申請前年度の助成件数［件］ 0

年間決算の監査を行っているか 外部監査で実施

過去3年以内に組織評価（非営利組織評価センター
等）を受けてますか

受けていない

認証機関/認証制度名/認証年度を記入してください

通帳管理者 氏名／勤務形態
経理担当者 氏名／勤務形態

決済責任者、経理担当者・通帳管理者が異なること

決済責任者 氏名／勤務形態

個人会員・ボランティア数 13
ボランティア人数(前年度実績)［人］ 0
個人正会員［人］ 13
個人その他会員［人］ 0

-

団体会員数［団体数］ 7
団体正会員［団体数］ 7
団体その他会員［団体数］ 0



(12)過去に休眠預金事業で助成を受けた実績

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

申請中・申請予定又は採択された
事業名

番号
対象 申請 左記で実行団体として申請中・申請予定又は採択された場合

年度 事業 種別・状況
申請中・申請予定又は採択された
資金分配団体名



役員名簿

番号 入力確認欄 ｼﾒｲ 氏名 和暦 年 月 日 性別 団体名 役職名 郵便番号 住所 備考

1 OK ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾗ 橋本 明 一般社団法人 福岡デザインアクション 理事

2 OK ｼﾐｽﾞ ｶﾅﾒ 清水 要 一般社団法人 福岡デザインアクション 理事

3 OK ｲﾜｷ ｺｳｼﾞ 岩城 孝二 一般社団法人 福岡デザインアクション 理事

4 OK ﾎｳｼｭﾔﾏ ﾄｵﾙ 宝珠山 徹 一般社団法人 福岡デザインアクション 理事

5 OK ｱﾘﾄﾐ ｺｳｼﾞ 有冨 浩司 一般社団法人 福岡デザインアクション 理事

6 OK ｶｷﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ 垣田 健一郎 一般社団法人 福岡デザインアクション 理事

7 OK ｶﾜﾂ ｲﾁﾛｳ 河津 一郎 一般社団法人 福岡デザインアクション 理事

8 OK ﾀｹﾅｶﾞ ｼｹﾞﾋｻ 武永 茂久 一般社団法人 福岡デザインアクション 理事

9 OK ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾑﾈｵ 若林 宗男 一般社団法人 福岡デザインアクション 理事

10 OK ﾃﾙｲ ﾖｼｱｷ 照井 善明 一般社団法人 福岡デザインアクション 理事

11 OK ｻﾝﾀﾝ ｴｲｼﾞ 三反 栄治 一般社団法人 福岡デザインアクション 監事

（入力方法）
□役員名簿には、貴団体に所属する役員すべてを記載してください。
□役員名簿の枠が足りない場合は、適宜追加してください。
□備考欄には、他の団体等との兼職関係（兼職先名称、兼職先での役割等）、申請団体における役員としての、今回申請する事業の実
施に影響すると考えられる情報を記載ください。
□氏名カナ（半角、姓と名の間も半角で１マス空け）
□氏名漢字（全角、姓と名の間も全角で１マス空け）
□生年月日（大正は T、昭和は S、平成は Hで半角とし、数字は２桁半角）
□性別（半角で男性は M、女性は F）、会社名及び役職名をセルごとに入力してください。
□入力確認欄にchek!が表示されているときは、和暦と生年月日の組み合わせをもう一度確認してください。
□黄色いセルは文字を入力すると白くなります。記入漏れがないようにすべての項目の入力をお願いします。
（留意事項）
※記載例は、消して使用してください。
※外国人については、氏名欄にはアルファベットを、シメイ欄は当該アルファベットのカナ読みを入力してください。
※提出の際は、本エクセルにてご提出ください（PDF等に変換はしないでください）。
※上記の要件を満たしていない場合は、再提出を求めることがございます。
※役職名は必ず役職を入れてください。
※明治45年は7月30日まで、大正15年は12月25日まで、昭和64年は1月7日までです。

必須入力セ 任意入力セ



※黄色セルは記入が必要な箇所です。「記入箇所チェック」欄２箇所で、記入漏れがないかご確認をお願いします。

事業名： 伝統産業の担い手づくりを通して九州の島しょ地域の活性化を実現する事業 記入箇所チェック 記入完了

団体名： 一般社団法人福岡デザインアクション

過去の採択状況： 通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されていない。

記入完了 記入完了 記入完了

(参考)JANPIAの規
程類

提出時期（選択） 根拠となる規程類、指針等 必須項目の該当箇所
※条項等

. . .

公募申請時に提出 定款 第３章 第15条

公募申請時に提出 定款 第３章 第16条

公募申請時に提出 定款 第３章 第12条

公募申請時に提出 定款 第３章 第1６条

公募申請時に提出 定款 第３章 第1８条

公募申請時に提出 定款 第３章 第1８条

公募申請時に提出 定款 第３章 第21条

社団法人のため提出しない

. . .

公募申請時に提出 定款 第４章 第23条−４

内定後1週間以内に提出

. . .

内定後1週間以内に提出

公募申請時に提出 定款 第5章 第33条

公募申請時に提出 定款 第５章 第33条

公募申請時に提出 定款 第５章 第33条

公募申請時に提出 定款 第５章 第34条

公募申請時に提出 決議は過半数をもって行う 第５章 第34条

公募申請時に提出 定款 第５章 第35条

内定後1週間以内に提出

⚫ 理事の職務権 . . .

理事の職務権限規程 公募申請時に提出
理事の職務権限は定款第２４条による。職
務分担は無い

第４章 第24条

⚫ 監事の監査に関する規程 . . .

監事監査規程 公募申請時に提出 定款 第４章 第25条

. . .

公募申請時に提出 無し 第4章 第28条

公募申請時に提出 無し 第4章 第28条

⚫ 理事の構成に関する規程 ※理事会を設置していない場合は不要です。

⚫ 役員及び評議員の報酬等に関する規程

JANPIAの定款（第29条 理事の職務及び権限）に規定するもののほか理事間の具体的な職務分担が規定さ
れていること

監事の職務及び権限を規定し、その具体的内容を定めていること
※監事を設置していない場合は、社員総会で事業報告、決算について審議した議事録を提出してください

役員及び評議員の報酬
等並びに費用に関する
規程（２）報酬の支払い方法

（１）役員及び評議員（置いている場合にのみ）の報酬の額

（１）理事の構成
「各理事について、当該理事及びその配偶者又は３親等内の親族等である理事の合計数が、理事の総数の
３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること

定款
（２）理事の構成
「他の同一の団体の理事である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が、理事の総
数の３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること

⚫ 理事会の運営に関する規程 ※理事会を設置していない場合は不要です。

（１）開催時期・頻度

・定款
・理事会規則

（２）招集権者

（３）招集理由

（４）招集手続

（５）決議事項

（６）決議 （過半数か3分の2か）

（７）議事録の作成

（８）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外
「理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除いた上で行う」という内
容を含んでいること

（１）開催時期・頻度

・評議員会規則
・定款

（２）招集権者

（３）招集理由

（４）招集手続

（５）決議事項

（６）決議（過半数か3分の2か）

（７）議事録の作成

（８）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外
「評議員会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する評議員を除いた上で行う」とい
う内容を含んでいること
※社団法人においては、特別利害関係を持つ社員の社員総会への出席ならびに議決権の行使に関する除
外規定は必須としないこととします。

⚫ 社員総会・評議員会の運営に関する規程

規程類必須項目確認書（社団・財団・NPO法人等）

提出する規程類（定款・指針・ガイドライン等を含む。以下、「規程類」という。）に以下の必須項目が含まれていることを確認し、本エクセル別シートの「記入例」に倣って該当箇所を記載してください。
過去の採択状況に関係なく、全団体、該当箇所への記載が必要です。

〈注意事項〉
◎規程類を作成する際はJANPIAの規程類を参考にしてください。https://www.janpia.or.jp/about/information/rule.html
◎申請時までに整備が間に合わず後日提出するとした規程類に関しては、助成申請書で誓約いただいているとおり、内定通知後1週間以内にご提出ください。なお、後日提出時において本様式も併せてご提出ください。
◎過去通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されている団体は、「規程類必須項目確認書」の提出のみとし、規程類の提出は不要です。ただし、内容等に変更が生じている場合は該当部分のみ提出をお願いします。
◎以下の必須項目は、公益財団法人、一般財団法人、公益社団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人を想定したものです。これ以外の法人については、表を参考に整備してください。なお、ご不明点等はJANPIAへご相談ください。

記入箇所チェック ※3か所とも「記入完了」となるようにしてください。

規程類に含める必須項目



⚫ 倫理に関する規程 . . .

公募申請時に提出 会則 第６章 第27条

公募申請時に提出 会則 第６章 第28条-1

公募申請時に提出 会則 第６章 第28条-2

公募申請時に提出 会則 第６章 第28条-3

公募申請時に提出 会則 第６章 第28条-4

公募申請時に提出 会則 第６章 第29条

公募申請時に提出 会則 第６章 第30条

⚫ 利益相反防止に関する規程 . . .

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

⚫ コンプライアンスに関する規程 . . .

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

⚫ 内部通報者保護に関する規程 . . .

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

⚫ 組織（事務局）に関する規程 . . .

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

. . .

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

⚫ 文書管理に関する規程 . . .

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

⚫ 情報公開に関する規程 . . .

情報公開規程 内定後1週間以内に提出

⚫ リスク管理に関する規程 . . .

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

⚫ 経理に関する規程 . . .

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

内定後1週間以内に提出

⚫ 職員の給与等に関する規程

（１）区分経理

経理規程

（２）会計処理の原則

（３）経理責任者と金銭の出納・保管責任者の峻別

（４）勘定科目及び帳簿

（５）金銭の出納保管

（６）収支予算

（７）決算

以下の１.～４.の書類が情報公開の対象に定められていること
１. 定款
２. 事業計画、収支予算
３. 事業報告、貸借対照表及び損益計算書、財産目録
４. 理事会、社員総会、評議員会の議事録

（１）具体的リスク発生時の対応

リスク管理規程

（２）緊急事態の範囲

（３）緊急事態の対応の方針

（４）緊急事態対応の手順

（１）基本給、手当、賞与等
給与規程

（２）給与の計算方法・支払方法

（１）決裁手続き

文書管理規程（２）文書の整理、保管

（３）保存期間

（１）ヘルプライン窓口（外部窓口の設置が望ましい）

内部通報（ヘルプライ
ン）規程（２）通報者等への不利益処分の禁止

「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン（平成28
年12月9日消費者庁）」を踏まえた内部通報制度について定めていること

（１）組織（業務の分掌）

事務局規程

（２）職制

（３）職責

（４）事務処理（決裁）

（１）-1利益相反行為の禁止
「資金分配団体が実行団体を選定、監督するに当たり、資金分配団体と実行団体との間の利益相反を防ぐ
措置」について具体的に示すこと

・倫理規程
・理事会規則
・役員の利益相反禁止
のための自己申告等に
関する規程
・就業規則
・審査会議規則
・専門家会議規則

（１）-2利益相反行為の禁止
「助成事業等を行うにあたり、理事、監事、評議員・社員、職員その他の事業協力団体の関係者に対し、特
別の利益を与えないものである」という内容を含んでいること

（２）自己申告
「役職員に対して、定期的に「利益相反に該当する事項」に関する自己申告をさせた上で、適切な組織にお
いて内容確認を徹底し、迅速な発見及び是正を図る」という内容を含んでいること

（１）コンプライアンス担当組織
実施等を担う部署が設置されていること

コンプライアンス規程

（２）コンプライアンス委員会（外部委員は必須）
「外部の有識者等も参加するコンプライアンス施策の検討等を行う組織及びその下に実施等を担う部署が設
置されている 」という内容を含んでいること

（３）コンプライアンス違反事案
「不正発生時には、原因究明、関係者に対する厳格な処分及び再発防止策を確実に実施し、その内容を公
表する」という内容を含んでいること

（１）基本的人権の尊重

倫理規程

（２）法令遵守（暴力団、反社会的勢力の排除）

（３）私的利益追求の禁止

（４）利益相反等の防止及び開示

（５）特別の利益を与える行為の禁止
「特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行
為を行わない」という内容を含んでいること

（６）情報開示及び説明責任

（７）個人情報の保護

























































一般社団法人福岡デザインアクション [FUDA]
謝金規程 （様式 -7 2019.7.23 版）

（総則）
第１条 この規定は、本法人の事業に伴う各種謝金等について規定する。

（謝金の定義）
第２条 謝金とは、講演会、研修会、ワークショップ、セミナーなどにおいて、講演や
実技指導などに対して支払われる金銭をいう。

（適用の範囲）
第３条 この規定に示す基準は、原則として講演会、研修会、ワークショップ、セミナー
などに適用する。ただし、特別に配慮を要する場合は除外する。

（謝金の基準額）
第４条 謝金の基準額は、別表の通りとする。なお、上記の催事に関する交通費の旅費
に関しては、原則として公共等通機関の料金とする。
宿泊を要する場合は宿泊費１泊 12,000 円を上限として実費を支払う。
また、この規定に拠らない事由が生じた場合は、実行委員会において協議して定める。

（会議、委員会等経費）
第５条 会員が、会議、委員会等に出席するための旅費は、原則として支払わない。

（行事費）
第６条 行事に関して作業を依頼する場合は、非会員には交通費込みの日当 5,000 円。
会員には交通費込みの日当 3,000 円を上限として支払う。

（原稿料）
第７条 原稿料に関しては、その規模に応じて実行委員会において協議して定める。

（規定の改廃）
第８条 この規定の改廃は、理事会の決議を必要とする。

別表

講師区分 会員以外 会員   会員実技

専門家・講師クラス 80,000 円 30,000 円 15,000 円

専門家・ディレクター 50,000 円 20,000 円 10,000 円

専門家・デザイナー 30,000 円 10,000 円   5,000 円

※１コマ（90分）当たりの基準額 ２コマ以上の場合は、２コマ以上を 30分刻みで 50％とする。
※謝金、原稿料に関しては対象が個人の場合は源泉徴収を行う。



一般社団法人福岡デザインアクション [FUDA]
旅費規定

（総則）
第１条 この規定は、本法人の事業に伴う旅費等について規定する。

（旅費の定義）
第２条 旅費とは、本法人の活動のために移動する交通費または宿泊費に対して支払わ
れる金銭をいう。

（旅費の基準）
第３条 旅費は、原則として所属する機関の住所を基点とし最も経済的かつ最短順路に
より計算をする。ただし、業務の都合、または、天災、地震、交通事故、その他やむを
得ない理由により順路により難いときは、この限りではない。
また、航空機を利用する場合は、エコノミークラスとする。

（旅費の基準）
第４条 旅費は実費を支給する。

（旅費の仮払い）
第５条 旅費は、出発前に予算金額以内で仮払いを受けることができる。

（国内出張旅費）
第６条 国内出張旅費は、鉄道賃、バス賃、船賃、航空賃等の交通費・宿泊費・日当を
いう、（別表）に定める旅費を支給する。
第７条 委員会・会議等の開始時間や終了時間の事情により、または、天災・地震・事
故、その他やむを得ない事情により宿泊しなければならない場合には、当該委員会・会
議等の責任者の判断により、宿泊料を支払うことができる。
また、委員会・会議などの責任者の判断により日当を支給できる。

（協議処理）
第８条 特別な場合で、本規定により処理出来ないときは、その都度、実行委員会にお
いて協議して決定する。

（規定の改廃）
第９条 この規定の改廃は、理事会の決議を必要とする。

別表

１）交通費 実費（ただし、千円未満切上）
（※航空機を利用する場合は、実費 +2,000 円）

２）宿泊料 実費（上限 12,000 円）

３）日当 非会員 : 5,000 円 会員 : 3,000 円




